
会議の名称

出  席  者

1
砧保健福祉センターにおける窓口機能の強化と狭あい化の解消及び
成城まちづくりセンターの移転について

砧総合支所

2 ボランティア施設の配置の見直しと取組みについて 保健福祉部

世田谷区立保健医療福祉総合プラザの指定管理者候補者の選定結果
について

梅ヶ丘拠点整備担当部

精神障害者施策等の充実に向けた取組みについて
障害福祉部
世田谷保健所

多様な働き方を創出し、支援する「（仮称）せたＪＯＢ．応援プロ
ジェクト」の実施について

障害福祉部

（仮称）世田谷区認知症施策推進条例について 高齢福祉部

区長、宮崎副区長、岡田副区長、教育長、世田谷総合支所長（欠席）、北沢総合支所長、玉川総合
支所長、砧総合支所長、烏山総合支所長、政策経営部長、総務部長、地域行政部長、区長室長、生
活文化部長、保健福祉部長、都市整備政策部長、会計管理者、教育次長、区議会事務局長

審議概要

【意見等】
・成城６丁目事務所棟の構造や耐用期限、今後の改修予定などについて説明があった。
・当面は成城６丁目事務所棟に成城まちづくりセンター、あんしんすこやかセンターを配置す
る想定かという質問に対し、区民の方からも１階にあった方がいいという声が出ており、その
ように想定しているとの説明があった。
・北沢地域のボランティアビューロー（梅丘・代田）の整理に向けて、既存の活動が後退しな
いよう十分配慮しながら協議・検討を継続すること。

【審議結果】
　付議事案を了承とする。

審議概要 4

【意見等】
・世田谷保健所から区立保健センターにおける夜間・休日等の相談事業の拡大をはじめとした
「こころの相談機能の整備」の実施について、障害福祉部から全国各地の精神科病院に長期入
院する区民の退院調整事業の実施について説明があった。
・退院調整事業の段階的な事業実施の計画とその実施体制を明確に示すこと。

【審議結果】
　出された意見を基に付議事案は再調整とする。

6

【意見等】
・令和２年１０月の条例施行に向け、理念及び基本的な考え方を取りまとめたとの説明があっ
た。
・条例に認知症当事者の意見を反映する観点から、条例検討委員会の委員拡充を図るとの説明
があった。

【審議結果】
　付議事案を了承とする。

審議概要

会　議　録

令和元年１１月５日開催政策会議

開催日時
令和元年１１月５日（火曜日）　午前８時４５分から　午後５時４５分まで

審議概要 5

【意見等】
・法定雇用率の算定対象となる週20時間以上の就労が困難な障害者の就労支援事業の実施につ
いて説明があった。
・区内の障害者就労支援施設等への聞き取りを通して目標就職者数を算出したとの説明があっ
た。

【審議結果】
　付議事案を了承とする。

審議概要 3

【意見等】
・選定委員会による審査を実施し、指定管理候補者を選定したとの説明があった。
・災害発生時の区と事業者の役割について施設開設までに十分に調整すること。

【審議結果】
　付議事案を了承とする。
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高齢者配食サービスの見直しについて 高齢福祉部

世田谷区立玉川区民会館の指定管理者候補者の選定結果について 玉川総合支所

梅丘図書館改築工事期間中の代替施設における一部業務の運営につ
いて

教育委員会事務局

新たな公共交通不便地域対策の導入について 道路・交通政策部

審議概要

7

【意見等】
・民間事業者によるサービス拡大や利用登録者数の減少などの状況を受け、令和２年度末を
もって事業を廃止し、令和３年度以降はボランティアによる自主事業への移行支援を実施する
との説明があった。
・事業の見直しに伴う財政効果について、影響額を精査し明確な説明に努めること。

【審議結果】
　付議事案を了承とする。

審議概要

【意見等】
・梅丘図書館が改築工事期間中に休館するため、近隣の代替施設で図書館業務の一部を継続す
ることについて説明があった。
・区民目線に立った運営体制の検討を行うこと。

【審議結果】
　付議事案を了承とする。

【意見等】
・選定された指定管理者候補者の、コミュニティ事業にかかる提案の特色について説明があっ
た。
・事業計画書の写真について、個人情報が特定されないよう十分に配慮しつつ、イベントの様
子や雰囲気が伝わるよう工夫すること。

【審議結果】
　付議事案を了承とする。

9

【意見等】
・今回、世田谷区で想定している１０人乗り（乗客定員９人）は、他区に比べて乗車定員が少
なく、狭あいな道路を通ることができるとの説明があった。
・予算規模については、最大７，５００万円までと考えており、運行経費に対して公費負担を
している他の特別区の平均負担額と比べても大きな乖離はないとの説明があった。
・収支率４０％の妥当性については調べたのかとの質問に対し、区が定めている「適正な利用
者負担の導入指針」を踏まえ、概ね妥当だと考えているとの説明があった。
・基本的には重点検討地域について取り組んでいくということでよいか。幅を広げることも考
えられるのかとの質問に対し、まずは１０地区をやっていきたい。隣接するところで要望が
あった場合は、選ばれたエリアの協力を基に、ルートに入れるなどということも想定できると
の説明があった。
・実証運行を複数箇所並行して実施することはあるのかとの質問に対し、１０地区の中ではあ
る。１地区の中で複数はないとの説明があった。
・実証運行では区が交通事業者と委託契約を結ぶが、本格運行では運行経費欠損額を補助する
形になるのかとの質問に対し、本格運行時は収支率等の条件を満たした場合にサポーター等の
運賃外収入分を除いた額を区が補助する形になるとの説明があった。

【審議結果】
　付議事案を了承とする。

10

8

審議概要

審議概要
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世田谷区立八幡中学校一部改築整備方針（案）について 教育委員会事務局

世田谷区立弦巻中学校・松丘幼稚園改築基本構想（案）について 教育委員会事務局

世田谷区立松丘小学校増築棟（新ＢＯＰ室）の整備（案）について 教育委員会事務局

災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正について 危機管理室

世田谷区指定管理者制度運用に係るガイドライン（案）について 政策経営部

備　　考

所  管  課

(会議録作成所管)

審議概要

審議概要 14

【意見等】
・災害弔慰金の支給等に関する法律の一部改正に伴い、償還免除や償還支払猶予に関する規定
等を改正する必要があるため、災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する旨の説明が
あった。
・適用日を遡る理由を資料に記載すること。

【審議結果】
　付議事案を了承とする。

政策経営部　政策企画課

※主管部課

15

【意見等】
・公の施設は区民のためのスペースである趣旨を基本的な考え方に記載すること。
・指定管理と業務委託の違いについて説明があった。
・災害時の対応等を協定書内で定めるなど、具体的に整理すること。

【審議結果】
　付議事案を了承とする。

【意見等】
・弦巻中学校及び松丘幼稚園について、平成３０年度に策定した整備方針を踏まえて取りまと
めた基本構想（案）について説明があった。
・仮設校舎経費について、生徒数や改築規模に対して経費が高いのではないかという質問に対
して、既存の特別教室の活用や教室のモジュールの縮小により仮設抑制を図っているとの説明
があった。

【審議結果】
　付議事案を了承とする。

12

【意見等】
・八幡中学校について、耐震診断結果を踏まえ、教室棟及び管理教室棟を改築するとともに、
既存特別教室棟を活用することで仮設校舎整備を省き、早期に改築事業を進めることについて
説明があった。
・地域開放について、需要の高い音楽室を１階に配置するなど、諸室の配置を検討すること。

【審議結果】
　付議事案を了承とする。

11

審議概要 13

【意見等】
・松丘小学校について、更なる児童数の増加が見込まれる中で、普通教室の確保と新ＢＯＰの
大規模化への対応を行うため、増築棟を整備し、新ＢＯＰ室を配置する整備（案）について説
明があった。
・新ＢＯＰの大規模化への対応策について記載すること。

【審議結果】
　付議事案を了承とする。

審議概要

審議概要
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